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１．はじめに 
 
 日本の漁業は沿岸から沖合へ，さらに公海へとその漁場を広げて発展してきた。しかし，９０年代

初頭から，公海における漁業にもさまざまな疑問が投げかけられ，国連を場として公海漁業のあり方

が論議され，最終的には「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源（ストラドリング魚

類資源）及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する１９８２年１２月１０日の海洋法に関する

国際連合条約の規定の実施のための協定」（以下，国連公海漁業協定とする）が採択され，いまや公海

上においても責任ある漁業を行うことが義務付けられている。一方，漁業は水域という生態系とそこ

に生息する水産生物資源に依存しているという性格上，生態系の保護を主張する環境保護論との調和

も求められている。行動規範を策定する直接的な原動力となった「イルカ・マグロ問題」あるいは「公

海大規模流し網漁業問題」は，ともに８０年代後期から９０年代初頭にかけて火を噴いた漁業と環境

をめぐる問題を象徴している。すなわち，現代の漁業は，国連海洋法条約といった法的枠組みのみな

らず，環境保護といかに両立していくのか，言い換えれば，環境倫理学的考え方といかに対峙し，か

つ，調和していくのかという課題についても最早避けては通れないものとなっている。これらを考え

合わせると，漁業はいかにあるべきかという根源的な問いに答えを与えるための理念的基盤の構築が

不可欠と考えられる。 
 １９９５年１０月第２８回ＦＡＯ（１）総会において採択された「責任ある漁業のための行動規範」

（Code of Conduct for Responsible Fisheries（２））（以下，「行動規範」とする）は，水産業に対する

グローバルな政策理念として世界各地に定着しようとしている｡ それは直接的には，国際漁業の管理

問題に端を発しているが，国内漁業を含み，養殖業，加工業にも及ぶ水産業全般にわたる包括的内容

となっており，国際的な漁業の枠組み作りや各国政府による国内の漁業政策策定の理念的基盤として

適用することができる。 
米国やカナダにおいては，「行動規範」をベースにいち早く自らの政策目的を反映した独自の「行

動規範実施計画」を作成し，また東南アジアにおいても，東南アジア漁業開発センター（ＳＥＡＦＤ

ＥＣ）が，アジア版の「行動規範」を策定するために主導的役割を果たしている（３）。それに比べて

日本の取り組みはどうであろうか。水産基本法は「行動規範」が提示しようとしている「責任ある漁

業」理念を十分踏まえたものとなっているのであろうか。「行動規範」採択時に日本政府代表者の脳裏

にあったように，すでに日本は責任ある漁業を実践している国であると胸を張って言えるのだろうか。

「行動規範」策定後のＦＡＯを含む国際的な取り組み，並びに，国及び地域レベルでの「行動規範」

適用への取り組み例をレビューしつつ，日本における「行動規範」適用の現状を検証していくのが本

論のテーマである。なお，「行動規範」策定の経緯及びその具体的内容についてはすでに小論（４）をま

とめてあるので，そちらを参照されたい。また、本稿は著者の個人的見解であり，所属機関を代表す

る意見ではありません。 
 
２.｢行動規範｣の適用に対する国際的並びに国別及び地域別取り組み 
 
１） 「行動規範」策定後のＦＡＯの動きと国際的な「行動規範」実施への取り組み 
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「行動規範」の策定を進める一方で，ＦＡＯは，ディウフ事務局長の強いイニシアティブの下，９

６年１１月の開催を目途に「世界食料サミット」の準備を進めていた。そして，日本政府は，それに

先立って漁業の食料安全保障に対する重要性を確認することを目的とし，９５年１２月４～９日，京

都において，ＦＡＯの協力の下，９５ヶ国，１１国際機関，９非政府機関の出席を得て，「食料安全保

障のための漁業の持続的貢献に関する国際会議（京都会議）」を開催した。ＦＡＯ憲章上，漁業は「国

連食糧農業機関」の「農業」に包含されている。それに象徴されているように，世界食料サミットの

準備も農業中心に進められる懸念があった。事実，サミット事務局の準備していた文書はほとんど農

業のみを念頭に置いたものと言って良く，何らかの形で漁業の重要性をサミットの前に強調し，かつ，

適切な内容でサミットの成果である「世界食料安全保障に関するローマ宣言及び行動計画」（ローマ宣

言及び行動計画）に反映させる必要があった。京都会議の開催に当たっては，準備段階から日本政府

が積極的に関与した。近年の，特に国連システム下にある機関による国際会議においては，コンセン

サスが重視される傾向があり，一旦事務局文書が作成され出席国に配布されればよほどのことがない

限りそれに従って協議が進行し，実質的な内容の変更は会議出席国の大勢がそれに同意しない限り難

しい。従って，会議の結果を実りのあるものとするために，日本政府は，ＦＡＯに対し同会議の準備

のためのトラスト･ファンドを提供することを通じてＦＡＯとの緊密な協力関係を築き，事務局文書作

成の段階からＦＡＯとの共同作業を進めた。 
 「食料安全保障のための漁業の持続的貢献に関する京都宣言及び行動計画」（京都宣言及び行動計

画）は，徒に環境保護のみを強調するのではなく，環境とも共存した漁業の持続的発展とその世界食

料安全保障への貢献の必要性を確認し，そのためには，採択されたばかりの「行動規範」に基づく責

任ある漁業の実施が必要であることを明確にする必要があった。同宣言の第５条及び第１０条にそれ

が反映されている（５）。 
 京都会議の結果が報告されたことにより，世界食料サミットにおいても，日本，米国，ニュージー

ランド，ＥＵを中心に漁業関連パラグラフが練り上げられた。その結果，ローマ宣言第８パラグラフ

で食料安全保障に対する持続的漁業の貢献が明確に位置付けられるとともに，行動計画コミットメン

ト３第２４及び第３３パラグラフｄ）において京都宣言及び活動計画に言及しつつ，特に，「行動規

範」を実施することにより責任ある持続的な漁業資源の利用･保存に取り組み，食料安全保障のために

漁業資源を長期間持続的に最適利用することの重要性が認識された（６）。 
 ＦＡＯは，その後，「行動規範」の趣旨に従い，日本，米国等の協力を得て，過剰漁獲能力の管理，

海鳥の混獲削減及びサメの保存管理に関する国際行動計画の策定を行った｡漁獲能力の管理について

は９８年 4 月に米国で，海鳥の混獲削減については９８年３月に東京で，サメの保存管理については

９８年４月にこれも東京で国際行動計画案策定のための技術作業部会が開催され，それぞれの案が，

９８年７月の準備会合を経て同年１０月のＦＡＯ会合で３つ合わせて審議され，９９年２月の第２３

回水産委員会で３つとも採択された（７）｡さらに，９９年３月１０，１１日には，｢行動規範｣実施促進

を目的としてＦＡＯ漁業閣僚会合が開催され，上記３行動計画の実施促進を含めた｢行動規範｣のより

一層の実施促進を求める｢責任ある漁業のための行動規範の実施に関するローマ宣言｣を採択した（８）｡

同宣言は，また，便宜置籍漁船を含む全ての形態のＩＵＵ（不法，無規制，無報告）漁業に効果的に

対処するための行動規範を策定することを求めており，これを受けて２０００年５月，豪にて，専門

家会合が開催され「ＩＵＵ漁業を防止，阻止および排除するための国際行動計画」案を作成，同年１

０月及び２００１年２月のＦＡＯ技術会合における審議を経て，同年３月の第２４回水産委員会にて

採択された（９）。２００１年１０月にはアイスランドとＦＡＯの共催で｢海洋生態系における責任ある

漁業に関するレイキャビック会合｣が開催された｡この会合は，特に海洋生態系に注目して，責任ある

漁業にいかに海洋生態系への配慮を組み込んでいくかを協議するものであり，｢行動規範｣及びそれに

基づいて策定された国際行動計画及び京都宣言の効果的実施の継続，責任ある漁業と海洋生態系の持

続可能な利用を奨励する効果的な管理計画の導入，地域及び国際漁業管理機関の強化，漁業以外の活
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動が海洋生態系及び漁業に及ぼす悪影響の防止，予防的アプローチに基づき生態系への考慮を組み込

むための科学的基盤の強化等を含む｢海洋生態系における責任ある漁業に関するレイキャビック宣言｣

を採択した（１０）｡その後もＦＡＯは，「行動規範」の実施を促進するために技術指針の策定を中心とし

たフォローアップを続けている。現在以下の１４の技術指針が策定されており，今後も同様の指針が

策定されることが期待される。 

 漁業操業 (Fishing Operations)  

 漁船モニタリングシステム (Vessel Monitoring Systems)  

 予防的アプローチの漁業及び新たな魚種の導入への適用 (Precautionary Approach to Capture 

Fisheries and Species Introductions)  

 漁業の沿岸域管理への統合 (Integration of Fisheries into Coastal Area Management)  

 漁業管理 (Fisheries Management)  

 サメ類の保存・管理 (Conservation and Management of Sharks)  

 漁業への生態系アプローチ (The Ecosystem Approach to Fisheries)  

 養殖開発 (Aquaculture Development)  

 養殖餌料製造の適切な実施 (Good Aquaculture Feed Manufacturing Practice)  

 内水面漁業 (Inland Fisheries)  

 責任ある水産物利用 (Responsible Fish Utilization)  

 海洋漁業の持続的開発に関する指標 (Indicators for Sustainable Development of Marine 

Capture Fisheries)  

 不法，無報告及び無規制操業を防止，阻止及び排除するための国際行動計画の実施 

(Implementation of the International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 

Unreported and Unregulated Fishing)  

 貧困緩和及び食糧安全保障に対する小規模漁業による貢献の促進 (Increasing the Contribution 
of Small-scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security)  

また，２年ごとに開催される水産委員会においてもＦＡＯ，各国政府及び各機関等における「行動

規範」実施の進捗状況が毎回報告されている。 
 以上のように，ＦＡＯを中心として｢行動規範｣採択後も，その円滑な実施を促進するために種々の

国際的取り組みが継続されている。並行して，国及び地域レベルでも「行動規範」を適用するための

取り組みがなされている｡次は，国別，特に先進国における取り組みの例として米国の取り組み，地域

別，特に発展途上地域における取り組みの例として東南アジア地域におけるＳＥＡＦＤＥＣの取り組

みを取り上げたい｡ 
 
２）米国における｢行動規範｣の適用 
米国政府の水産庁にあたるＮＭＦＳ（National Marine Fisheries Service）は，９７年７月，｢行動

規範の実施計画（Implementation Plan for the Code of Conduct for Responsible Fisheries）｣を策定

した（１１）。実施計画といっても｢行動規範｣をそのまま全て実施しようとするものではなく，まず米国

の漁業政策理念と漁業の実情に従い｢行動規範｣のうち特に重要視しているものと逆に米国の考え方と

必ずしも一致していないものを明確にし，前者を中心に米国の政策としていかに実施していくべきか

という検討をしている。それは，すなわち，米国の漁業政策理念とそれに基づき米国が「行動規範」

をどう評価しているかを垣間見せるものとなっており、興味深い。実施計画は９つの横断的課題（nine 
cross-cutting themes）から構成されている。以下その概要を記す｡ 
 
(1) 健全な魚類資源（Healthy Fish Stocks） 
持続的漁業についての米国の定義は，｢その漁獲死亡率もしくはレベルが当該漁業の最大持続生産
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(ＭＳＹ)を継続的に達成する能力を危うくすることのない漁業｣であり，その実現のためには，健全な

魚類資源の維持，及び，乱獲された資源の再生が鍵となるとしている｡そして，ＮＭＦＳの権限下にあ

る２０１系群の魚類資源の内８０％近くの１５８系群についてはＭＳＹと関連付けて現在の資源レベ

ルを把握するに十分な科学的情報が収集されており，さらに，そのうち半数以上の８５系群について

は資源レベルがＭＳＹを達成するかもしくはそれ以上のレベルにあり，従って，｢健全である｣といえ

るが，残りの７３系群は過剰漁獲の状態であるとしている｡今後長期(５年)計画に基づき，健全な資源

はそれを維持するとともに，資源推定や生物学データを充実させ，未利用資源の利用も促進していく

としている｡ 
 
(2) 過剰漁獲された資源（Overfished Stocks） 
過剰漁獲についてＮＭＦＳは，｢漁獲死亡率もしくはそのレベルが当該漁業の最大持続生産を継続

的に達成する能力を危うくする｣状態と定義しており，前述の通り７３系群がそれにあたるとしている｡

ＮＭＦＳは，９７年４月に策定した｢漁業戦略計画（Fisheries Strategic Plan）｣（１２）に基づき，２

００２年までに過剰漁獲をなくし，２００７年までに過剰漁獲されていた資源の状態を再生すること

としている｡また，｢持続的漁業法(Sustainable Fisheries Act)｣（１３）に基づき，過剰漁獲が発生した場

合には，１年以内に当該地域の｢地域漁業管理協議会(Regional Fishery Management Councils)｣がそ

れを止める計画を作ること，もしそれができない場合には，商務省，事実上は商務省に属するＮＭＦ

Ｓが過剰漁獲をなくす計画を作ることを求めることができる｡そして，過剰漁獲をなくす具体的な措置

として，ｉ）ライセンス制や禁漁といった入漁規制及び個別漁業割り当て（IFQ: Individual Fishing 
Quotas），ii)科学的に設定され厳格に実施される総漁獲量(TAC: Total Allowable Catch)設定，iii)漁船

や漁業許可の買取(減船)計画(Buyback Programs)を挙げている｡ 
 
(3) 過剰投資（Overcapitalization） 
 過剰投資と過剰漁獲は，前者が漁船，漁具，その他漁獲能力への投資の過剰のことを言い，後者は

前者の結果として生じた過剰漁獲能力を実際に使用し過剰な操業を行ってしまうことと明確に区別さ

れている｡しかし，過剰投資された漁業は，厳しい管理体制がない限り過剰漁獲に結びつく傾向がある

として，過剰投資された漁業も減らすことが求められている｡そのために持続的漁業法は，ｉ）商務省

に対し，関係者による｢特別委員会（Task Force of Interested Parties ）｣を作り，漁獲能力の拡大及

び縮小並びにその他漁業への全体的な投資に影響を与える連邦政府の役割を調査し，９８年１０月ま

でに議会に報告することを命じ，ii)２００１年１０月１日までは，米国経済水域内での漁獲能力を強

化する結果となる新造船建造のために新たな貸付を確約することを禁止し，iii)標準化された漁船登録

及び情報管理システムを作り，漁業への投資レベルをモニターすることを提案している｡また，ＮＭＦ

Ｓは，９５年に２百万ドルを投じて底魚及びホタテガイを漁獲していた１１隻の漁船を減船するパイ

ロット事業を行い，翌年は２３百万ドルの予算をつけてさらに７５隻から８０隻の減船を行うとした｡

さらに，将来にわたって過剰漁獲を防ぎ，資源を再生し，目に見える効果をあげるために漁船及び許

可を買い戻す(減船する)｢漁獲能力削減計画(Fishing Capacity Reduction Program)｣を策定すること

としている｡また，国際的にもＦＡＯ等の共催により，９８年４月カリフォルニア州ラホヤにおいて過

剰漁獲能力問題を協議するための技術作業部会を開催したことは前述のとおりである｡ 
 
(4)混獲(Bycatch) 
 混獲及びそれに伴う混獲魚の投棄の問題は，漁獲死亡率に関する不確実性を増し、最適漁獲量(OY: 
Optimum Yield)及び過剰漁獲のレベルの把握をさらに難しくする上，より生産的な資源の利用を阻害

する結果をもたらすとし，持続的漁業法は，混獲の｢国家基準(National Standard for Bycatch)｣を作

り，混獲を可能な限り削減する，もしくは，混獲が避けられないのであれば混獲による死亡率を最小
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限に留めることとしている｡ＮＭＦＳは，混獲の報告を標準化しどのような混獲がどの程度生じるのか

を把握しようとしている｡その上で，混獲についてのガイドラインを策定し，各漁業管理協議会による

漁業管理計画に組み込むことを考えている｡混獲を防ぐための技術開発も進められており，例えば，メ

キシコ湾のエビトロールに適用されている海亀除去装置(TED: Turtle Excluder Devices)等がその例

である｡東部熱帯太平洋のマグロまき網漁業におけるイルカの混獲削減の努力も続けられている｡持続

的漁業法は，こうした国内の努力のみならず，混獲を防止するための基準と手段についての国際合意

の促進も求めている｡ 
 
(5)海面養殖（Marine Aquaculture） 
 ＮＭＦＳの言う養殖には，水産資源の再生のためのいわゆる増殖，さらには絶滅に瀕した種の保存

のために水族館でそれを繁殖させることも含まれており，食用のみならずレクリエーションのために

も必要とされている｡ただし，主体はやはり食用であり，米国内の人口増加だけで２０００年まで毎年

１４０万トンずつ水産物需要が増えるとの予想に基づき，増養殖による天然の資源の再生及び養殖自

体による補完的な水産物供給が２１世紀には重要な役割を果たすものと期待されている｡同時にＮＭ

ＦＳは，環境に悪影響を与えない健全な養殖開発を振興するとし，適地や適種の選択，魚病対策，海

洋生態系に対する影響，野生種への遺伝的影響等の研究を進めるとしている｡そのためにＮＭＦＳは，

農務省，内務省及びＮＭＦＳの所属する商務省を含めた｢合同養殖小委員会 (JSA: Joint 
Subcommittee on Aquaculture)｣を作り，全米の養殖に関する計画と調整を行っていくこととしてい

る｡ 
 
(6)魚類生息地（Fish Habitats） 
 持続的漁業のために健全な生息地の果たす役割は重要であり，沿岸域の総合的管理の中にきちんと

漁業を位置付け，生息地を保護していかなければならない｡そこで，漁業開発計画においては，ｉ）い

まだ健全な生息地についてはその劣化を防止する，ii)すでに劣化した生息地についてはそれを再生す

る，iii)海洋生物資源にとってこれまで生息に不適当な場所であっても，適切な場合は，新たな生息地

として作り変えることにより生息地の減少を実質ゼロとする(no net loss of living marine resources 
habitats)ことを求めている｡これらには，沿岸開発のためにどうしても避けられない生息地の劣化を

相殺するための生息地の造成も含まれる｡ＮＭＦＳは，今後５年間の内に生息地の劣化を防止するため

の有効かつ目に見える進捗を図るとしており，具体的には，沿岸域を管轄する他の行政当局と連携を

とりつつ生息地保全計画(Habitat Program)を作り，重要な生息地を見極めそのリストを作成の上，

今後も生息地として適切に保存されるようモニターしていくこととしている｡ 
 
(7)調査研究（Fisheries Sciences） 
 ＮＭＦＳにとって，ｉ）水産資源の状況，ii)環境の変化，漁業，その他の自然及び人為的要因によ

る資源状況の変化，iii)より適切な漁獲や管理の検討等のために最良の科学的情報が不可欠であるとし，

｢信頼できる高度な調査研究(Credible high-quality science)｣が漁業管理のための決定に伴うリスク

を最小限に抑えるものであるとしている｡｢行動規範｣に謳われている予防的アプローチを実現するた

めにも，科学的情報の確実性を増すことが不可欠であるとしている｡そして，高度な科学的レベルを維

持するためには，世界的レベルの科学者を集め，高度な情報収集・分析能力及び長期的な研究計画が

必要であるとして，科学的助言のレベルアップ，調査船の更新及び新たな科学的資源評価管理技術開

発等を含む５カ年計画を立てるとしている｡ 
 
(8)国連漁業関連協定（UN Fisheries Agreements） 
 特に公海上の漁船による国際的な保存・管理措置の遵守を促進するための協定（フラッギング防止
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協定）と国連公海漁業協定に言及し，これらの国連協定は１カ国の管轄権の及ぶ水域のみに生息する

のではない資源に対しより効果的な漁業管理をすべきであるという国際的なコンセンサスの表れであ

るとし，特に米国としては，初めて国際的な漁業関連協定に予防的アプローチが組み込まれた点を評

価するとしている｡米国はフラッギング防止協定及び国連公海漁業協定とも批准しており，それを国内

的に担保するために９５年１１月，「公海漁業遵守法(High Seas Fishing Compliance Act of 1995)」
を策定し，公海上で漁業を行う漁船に許可を与えることとし，約７５０隻が許可を受けているとのこ

とである｡ 
 
(9)貿易（Trade） 
 米国は｢行動規範｣第１１条｢漁獲物の取扱と貿易｣には満足していない｡米国としては，ＷＴＯ協定が

貿易については尊重されるべきであり｢行動規範｣の関連条項は同協定と一貫性を欠く可能性があると

している｡そして，｢行動規範｣中のもっとも重要な諸点，すなわち，ｉ)貿易の自由化，ii)製品の安全

性と健康，iii)資源保存のためにＷＴＯとの整合性を保ちつつとりうる貿易措置はすでにＷＴＯ協定で

担保されていると主張している｡｢行動規範｣策定の発端となったカンクン会議での論議及び最後まで

ラ米諸国がこだわりを見せた｢行動規範｣中の貿易関連条項に対し，米国としては必ずしも納得してい

ないことを主張しているものと考える｡ 
以上が，米国の｢行動規範実施計画｣の概要である。米国は，「行動規範」の採択には反対しなかっ

たものの，特に貿易関連条項についてはかなりの不満を残しており，｢行動規範｣の国内での実施にあ

たっては，米国の国内漁業政策と整合性を取りやすい，言い換えれば，米国にとって都合のよい部分

のみを取り出して実施計画を作った，いわば｢よいとこ取り｣式であると言えよう｡これに対し，次に紹

介するＳＥＡＦＤＥＣの取り組みは，「行動規範」の各条項に忠実にそれをいかに地域に適用するかを

模索しているものとして，米国と対照的なアプローチといえる｡ 
 
３）東南アジアにおける｢行動規範｣の適用 
 ＳＥＡＦＤＥＣは，「行動規範」に関し，同規範は特に公海漁業等主として先進国の漁業を念頭に策

定されたもので，途上国の漁業の実状が十分反映されていないと考えており，理由として，以下の３

点をあげる（１４）。 
①アジアの文化的状況が十分考慮されていない。東南アジアの人々は伝統的に魚食に依存してきた。

従って，漁業を他の産業，たとえば畜産，に置き換えてたんぱく質を確保することは難しい。漁法，

加工法，流通システムも非常に多様である。このように，漁業は全体として他の地域に比べ伝統的で

複雑なシステムとなっており，より単純な漁業システムを前提として策定された「行動規範」のよう

な国際的システムを適用するためには地域にあわせた特別の配慮が必要である。 
②東南アジアの漁業構造の特質が反映されていない。長い漁業の歴史に培われてきた東南アジアの漁

業構造は，国際的な漁業モデルとして使われる温帯地域の先進漁業国とは異なっている。東南アジア

においては，６０年代以降伝統的な漁業に加えて産業漁業も開発されてきてはいるが，漁民の大半が

従事しているのは小規模，沿岸，自給的漁業である。従って，国ごとの違いは多少あるものの，東南

アジアを団表する漁業は産業化されていない，小規模な伝統漁業である。そのような漁業に「行動規

範」を適用し，それを変えていくとするならば，科学的，環境的要因に加えて社会的，経済的及び文

化的な考慮が不可欠である。 
③東南アジアの生態系が考慮されていない。熱帯海域では漁業資源は多魚種で構成されている。特に

底魚でその傾向が強い。温帯地域のように，単一の主対象魚種が漁獲量の大半を占めるという結果に

はならない。従って，漁具の選択性や資源評価に関し，比較的単純な魚種構成である温帯地域とは著

しい違いが生じる。 
従って，「行動規範」を東南アジア地域に適用させるためには，上記の諸点を考慮した同規範の地
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域化（Regionalization of Code of Conduct for Responsible Fisheries for Southeast Asia (RCCRF)）
を行う必要があるとしている。 
 「行動規範」地域化の作業は，まず，フェーズＩとして第８章の「漁業操業」を対象として開始さ

れ，タイにある訓練部局（ＴＤ）を中心に，１９９８年６月，コア・エキスパート会合が開催された。

ＳＥＡＦＤＥＣの仕事の進め方は，このように，まず，加盟国の中から中心となる何人かの専門家（コ

ア・エキスパート）を選出し，彼らの会合を先行させ，その結果を逐次加盟国代表に諮るというもの

である。「漁業操業」のコア・エキスパートは，インドネシア，マレイシア，フィリピン，タイ，ヴェ

トナムから各１名ずつ選ばれ，これに，東水大の有元先生を含めて４名のアドバイザーも参加した。

その後，同年１１月に同じくタイで，各国の代表を招いた「責任ある漁業の地域化（フェーズＩ：漁

船操業）に関する専門家会合」が開催された。そこでは，コア・エキスパート会合の結果をベースに

して協議が行われ，さらに，専門家会合の成果として「東南アジアにおける責任ある漁業のための地

域ガイドライン：責任ある漁業操業」（１５）が作成された。同ガイドラインは第１章の「序」に続き，

第２章は地域ガイドラインの目的等を記した「一般原則」，第３章は「地域に合わせた用語の定義」，

第４章が「責任ある漁業操業のための地域ガイドライン」，そして第５章が「フォローアップ活動」と

いう構成になっている。中心となる第４章は，「行動規範」第８条の各項とその地域化のためのガイド

ラインを左右に並べて書いた表の形を取っている。例えば，第８条第４項「漁業操業」２．「各国は，

ダイナマイトを使うような破壊的な漁業を行わないようにしましょう」という行動規範の条文に関し，

現実にそのような漁業が行われているＡＳＥＡＮ諸国の実状を反映して，以下の通り，細かなガイド

ラインを付記している。すなわち，①各国はダイナマイト，毒，電気ショック等を使う漁業を禁止す

るための現行法をレビューし適切な法的措置を執ること，②法的措置とともに破壊的漁業を最小化す

るための啓蒙活動を含めた包括的なプログラムを作ること，③禁止すべき漁業を特定するために生息

地破壊，混獲，親魚捕獲，小規模漁業との競合等を含むクライテイア（基準）をつくること，④ＳＥ

ＡＦＤＥＣは各国の活動を支援するために，破壊的漁業最小化のための地域プログラムを作ること，

⑤すべての破壊的漁業及び違法漁業はリスト化され公表されること，⑥破壊的漁業防止のためのプロ

グラムの実施，取締りは地方政府との全面的な協力の下で行われること，⑦環境に優しい（責任ある）

漁業普及，啓蒙が効果的に行われること，⑧破壊的漁業は往々にして他に生活の糧がないことから行

われることを考慮し，収入の道の多様化等も含めた共同体としての管理プログラム

（Community-based management programs）に着手すること，⑨各国は，可能な限り，権限の及

ぶ水域内においては許可された漁業のみが操業し違法な漁業が最小限となるようにしなければならな

いこと。この例を見ても分かるとおり，地域ガイドラインとは，行動規範の各条項を実際に地域にお

いて実施する際にはどうすればよいかを具体的に書き下したものといえる。ＳＥＡＦＤＥＣ事務局に

依れば，この地域ガイドラインを基に，さらに各国が自国内で行動規範を実施するための各国ガイド

ラインを作成するよう促していくこととなっている。 
 「漁船操業」に続き，行動規範の地域化フェーズIIとして同規範第９条「養殖開発」が取り上げら

れ，フィリピンにある養殖部局（ＡＱＤ）が中心となって，２００１年に「責任ある養殖のための地

域ガイドライン」が作成された（１６）。 
 さらに，フェーズ III として，同規範第７条の「漁業管理」が取り上げられることとなった。「漁業

管理」については，さらに，第１部として沖合（産業）漁業（Industrial Fisheries），第２部として

小規模漁業（Small-scale Fisheries）と２つに分け，それぞれ，海洋水産資源開発管理部局（ＭＦＲ

ＤＭＤ）及びＴＤが担当して作業が進められることとなった。２０００年１１月６日，「責任ある漁業

のための行動規範の地域化フェーズ III（漁業管理）のための第１回技術会合」がマレイシアのペナン

で開催され，筆者も日本代表(当時)として出席した｡同会議は，｢漁業管理｣のうち第１部の沖合漁業に

関してＭＦＲＤＭＤが主催する第１回の技術会合と位置づけられている。残念ながら今回の会合はわ

ずか１日と時間が制約されていたために，２０００年１月にマレイシアのＭＦＲＤＭＤで開催された
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コア・エキスパート会合の結果について報告を受けるのみに留まり，実質的な協議は行われなかった

が，とりあえずＭＦＲＤＭＤがコア・グループの意見を要約した上で再度コア・グループの意見を聴

取する等今後の作業の進め方を示唆するレポートを作成し，「漁業管理」条項の地域化の方向性につい

ても，一応，各国代表の了承を得たという形となった。 
 同技術会合に先立って同年１月に開催されたコア・エキスパート会合には，ブルネイ，インドネシ

ア，マレイシア，フィリピン，タイ，ヴェトナムから各１名の専門家と日本から１名のアドバイザー

が参加し，２９個に上る用語の定義と第７条の各項に対する各専門家の意見のとりまとめという宿題

をＭＦＲＤＭＤ事務局に残した。用語の定義については，例えば，そもそも「漁業管理」とは何かと

いう点に関し，マレイシアは「持続的に漁業資源を管理するために使われる管理政策（手法）」，フィ

リピンは「社会に純粋な利益あるいは価値をもたらすことを最終的な目的として，漁業開発の生物学

的，経済的，技術的，社会文化的，政治的現実を組み入れた，機能及び意志決定過程の広範なシステ

ム」，インドネシアは「最適かつ持続的に資源を開発するための漁業の管理。漁業規制に関する政治決

定及びその決定を法的，物理的に実施する過程よりなる」，ＦＡＯは「資源の継続的な生産性及び漁業

のその他の目的を達成するために，情報を収集し，分析し，計画し，協議し，意志決定を行い，資源

を分配し，漁業を管理する規制あるいはルールの策定，実施，要すれば取締りを行う統合的なプロセ

ス」という定義を示し，そのうち，コア・グループとしては，たたき台として先ずはＦＡＯの定義を

推奨するという提言を行った。ほぼ同様に，漁業管理に関係する計２９個の用語について，コア･グル

ープとしての提案を行っている（１７）。 
 一方，各項に対する各専門家の意見というのは，例えば，本条項中最も注目される第５項「予防的

アプローチ」について，マレイシアは「マレイシアは，漁業へのアクセスをコントロールすること（漁

具や漁船の許可制等）に依って予防的アプローチを実践している」，フィリピンは「①各国は漁業管理

にあたり常に予防的アプローチを念頭に置かなくてはならない，②ＭＳＹ，ＭＥＹやＴＡＣを決定す

るための適切な科学的情報がない場合でも各国は管理及び保存措置の実施を思いとどまるべきではな

い」，ヴェトナムは「商業漁業の状況に関する科学的情報やデータが入手できないときは，予防的アプ

ローチが適切なアプローチであろうと考えられる」，ブルネイも，①これまでＭＳＹを用いた漁獲能力

規制がうまくいっていること，②漁業許可に当たっては一度にたくさん行わず既存漁船の実績や調査

の結果に基づいて少しずつ行っており，特に，適切な科学的情報が得られない場合は慎重に行うべき

であること，等をコメントしている。用語の定義については，一応，コア・グループとしてこれがい

いのではないかという提案まで行っているのに対し，各項に対する意見は各国の意見を列挙するにと

どまり，かつ，上記の例に見られるように，自国ではこうであるといったコメントが多く，果たして，

これで，「地域化」の指針につながるのかどうか疑問であった。このように，「行動規範」の地域化は

決して容易な作業ではない。総論的な理念としては合意できても，いざ地域に即した適用の問題とな

ると各国の事情や思惑が異なることもあって，なかなか合意に達することは難しい。しかし，そのよ

うな相違を乗り越えていく議論の過程そのものが｢行動規範｣の真の理解と各国間の協力体制を醸成す

ることにつながる。最終的には，２００３年，「責任ある漁業管理に関する地域ガイドライン」が完成

した（１８）。さらに，２００５年には，地域化の最後を飾るフェーズIVとして｢責任ある漁獲後の取り

扱いと貿易に関する地域ガイドライン｣も策定された（１９）。 
 このようなＳＥＡＦＤＥＣによる｢行動規範｣地域化への取り組みは，２００１年１１月にＡＳＥＡ

ＮとＳＥＡＦＤＥＣがＦＡＯの協力の下に共催した｢食料安全保障のための持続可能な漁業に関する

ＡＳＥＡＮ－ＳＥＡＦＤＥＣミレニアム会議｣においてもその促進が確認された｡「Fish for the 
People」をスローガンに行われたこの地域サミットは日本及びＡＳＥＡＮ加盟国（タイ，シンガポー

ル，フィリピン，マレイシア，ヴェトナム，ブルネイ，ミャンマー，インドネシア，カンボジア，ラ

オス）より水産担当閣僚，研究者などが参加し，最終的には，｢ＡＳＥＡＮ地域における食料安全保障

のための持続可能な漁業に関する決議｣及び同｢行動計画｣を採択した｡同決議は，前文でＡＳＥＡＮの
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食料安全保障のために持続可能な漁業が重要であることを認識しつつ，同地域の漁業の社会経済的，

文化的，生態学的特徴を考慮した｢行動規範｣の実施のための地域ガイドラインの作成や漁業に関する

各国政府機関間の協力強化，技術協力，国際的なフォーラムへのＡＳＥＡＮ諸国の参加促進等を謳っ

ている（２０）｡ 
 以上のようなＳＥＡＦＤＥＣでの取り組みを上記の米国における取り組みと比べてみると，米国に

おいては｢よいとこ取り｣式であったのに対して，ＳＥＡＦＤＥＣの取り組みは「行動規範」全体をそ

のまま受け入れるために地域化というプロセスを経る，言ってみれば｢がっぷり四つに組む｣式のアプ

ローチであると言えよう｡これは，すでに確立した漁業制度を持つ先進国といまだ国内の漁業制度に改

善の余地を持つ途上国との違いに由来するものであると考える｡つまり，「行動規範」は，すでに確立

した漁業制度を持っている先進国にとっては自らの制度を照らし合わせて不十分と思われる理念を補

うものであるとともに，漁業制度の未完成な途上国にとっては漁業制度全体を構築するためのモデル

となり得ることを示している｡   
｢行動規範｣そのものではなく，その実施を促進するために策定された国際行動計画を実施するため

の国内行動計画を策定することにより，｢行動規範｣の実施促進に努めている国も少なくない。例えば，

過剰漁獲能力の削減については米国が，海鳥の混獲削減のためには米国，日本，豪州，英国等が，Ｉ

ＵＵ漁業対策では米国，韓国，ＥＵ，豪州，ニュージーランド，カナダ，チリ等が，国内行動計画を

策定している。 
 
３．日本における「行動規範」の適用 
 
１） 日本の伝統的な漁業管理 
 ｢行動規範｣採択時における日本の立場は，日本はすでに「行動規範」に盛られているような原則に

ついては対応済みであるというものであった（２１）｡たしかに，日本の沿岸漁業は，限られた沿岸資源

を有効かつ持続的に利用してきた。例えば，愛媛県の遊子漁協には，「漁村憲法」とも言うべき｢運営

要綱｣があり，漁協の指導理念の源となっている（２２）｡同運営要綱によると，まず，｢この組合の保有

する海は，海域において漁りを生業としてきた住民の共有財産｣（第３条）であり｢組合員は，共有財

産である海の生産力を保持する責務｣がある（第４条）としている｡これは，まさに「一般原則」第 1
項に挙げられた「Stewardship」理念である｡民法上水産資源は無主物先占であるとされるが，漁業法

に基づき漁協に共同漁業権が与えられていることから実質的には多くの沿岸漁民が地先の海及びそこ

に存在する海洋生物資源は自分たちの物，或いは，自分たちが守るべきものと認識しているのではな

いか｡この｢所有｣意識こそが，自主的な資源管理の源となって伝統的に日本沿岸資源の持続的利用を可

能としてきたのである｡同運営要綱はさらに，「生活や生産行為によって海を汚染汚濁するときは原因

者負担に基づき，これを清浄しなければならず，清らかで豊かな海を子々孫々に伝える義務を負う」

（第４条）とする。前段は海洋環境及び生息地の保護，汚染に責任を求めるくだりは予防的アプロー

チにつながり，最後は，まさに，持続的漁業に言及している｡全て，｢行動規範｣で取り上げられている

ものばかりである｡さらに，漁業の担い手は，｢祖先伝来の漁家の世帯主を単位｣（第５条）とし，共同

漁業権及び特定区画漁業権の漁場行使にあたっては｢理事会が決定した施設や養殖数などの最高限度

を超えてはならない｣（第１６条）と過剰漁獲能力の抑制にも言及している｡さらには，｢地域での連帯

と協同の生き方や思想について，部落共同体の中で，生産組織の中で，その協同活動を通じて学びと

るよう教育活動を強めなければならない｣（第２１条）という点に言及しているところも，伝統的な漁

業に関する知識を大切にし，それを受け継いでいく，また，漁業保存管理措置についてはそれを周知

徹底していくという｢行動規範｣の思想を具現化しているものと考える｡同要綱は｢この組合の組合員が，

定款，規約，漁業権行使規則及び業務諸規定などのほか，本要綱の規定に違反したときは，理事会の

議決により次の罰則を受けるものとする｡１.警告，または過怠金，２.いかだや小割生簀などの削減，
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３.除名｣と違反取締りの規定も備え，漁業者自らが違法な漁業を取り締まる体制が作られている｡｢行

動規範｣は，自主的な規範である。漁業者自らが自らを律してこそその意義を持つ。不心得者を取り締

まる場合でも，漁業者性悪説に立つ当局の取締りだけで違反漁業を排除しようとすることは，「行動規

範」の主旨にそぐわないし，しかも，容易なことではない｡本当に効果的な取締りは，漁業者自らが行

う監視・取締りである｡特に，共同体の中にあっては，当局の目は逃れられても隣近所や同じ漁業者仲

間の目は逃れなれないことから，自主的取締りの効果は絶大である｡ 
このような漁業共同体としての取り組みは，遊子漁協のように文書化されてはいなくても，各地の

漁協でごく一般的に行われており，日本の沿岸漁業管理の根幹をなしているものと考えている。筆者

がかつて水産庁入庁当時に漁村研修を行った山口県阿武郡奈古漁協においても，漁模様を見ながら適

宜休漁の張り紙を漁協のドアに張り出すような漁業者による自主規制が効果的な漁業管理として実施

されていた｡それらの規制は，必ずしも十分な科学的情報に基づくものではないかもしれないが，漁業

者の長年にわたる経験とそれに培われた勘に基づき，効果的に実施されている｡｢行動規範｣では，科学

的情報とあわせて長年蓄積されてきた漁業者の知恵を漁業管理に考慮すべき重要な要素の１つとして

列挙している｡日本の沿岸漁業の管理システムは，まさに科学のみならず漁業者の英知を結集した責任

ある漁業の実践例であると言えよう。 
 

２） 沖合，遠洋漁業における取り組み 
 では，日本の沖合，遠洋漁業においては，｢行動規範｣の実施についてどのような取り組みがなされ

ているだろうか｡ 
沖合漁業については，１９９７年から漁獲可能量（ＴＡＣ）制度が導入されている｡同制度の導入

は，９３年１１月にガイアナが国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）の５０番目の締結国となり１年後の

９４年１１月にＵＮＣＬＯＳが発効することが確定したことを受けて，９４年春ごろから検討が開始

された（２３）｡ＴＡＣ導入の検討過程において｢行動規範｣が考慮されたかどうかについては，その検討

が｢行動規範｣の採択前に始まったこともあり，明確ではない｡しかし，当時の政策担当者の脳裏には，

ＴＡＣの目的は産業振興と環境保護を両立させ，保存と管理により資源を守りつつ漁業を発展させる

という｢持続的開発｣の理念が確固として存在していた｡ＴＡＣが入手しうる最良の科学的情報に基づ

きつつ，諸般の社会経済的要因も考慮しつつ決められるところも，｢行動規範｣の理念と軌を一にする

ものと言えよう｡さらに，ＴＡＣ協定制度という日本独自のシステムは，ＴＡＣを漁業者自らが守って

いくことを目的としており，当局の取締り強化により｢責任ある漁業｣を達成していこうとする欧米の

考え方とは一線を画す日本独特のものであり，上記の沿岸漁業における自主規制ともに，自主的規範

としての「行動規範」の精神を具現化したものであると評価できよう｡ 
遠洋漁業，特にマグロ漁業は，「行動規範」をもっとも忠実に実践している漁業であるといえる｡９

９年２月の第２３回ＦＡＯ水産委員会で採択された｢漁獲能力の管理に関する国際行動計画｣は，過剰

漁獲量を削減するために国別行動計画を策定し，地域漁業管理機関を通じた国際的協力を推進するこ

となどを求めている｡特に，遠洋マグロ延縄漁船については，直ちに２０～３０％の漁船数を削減する

必要性が指摘された｡これを受けて，日本は，９９年３月末までに遠洋マグロ延縄漁船の２割にあたる

１３２隻の減船を実施した（２４）｡これはまさに，「一般原則」第３項過剰漁獲能力の抑制の実践に他な

らない｡ 
一方，日本は，｢行動規範｣と不可分一体をなす｢フラッギング条約｣を２０００年６月に受諾，便宜

置籍漁船対策にも積極的に取り組んでいる｡第２４回水産委員会では「ＩＵＵ漁業を防止，阻止および

排除するための国際行動計画」が採択され，また，大西洋マグロ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）に

おいても，ＩＵＵ漁船の船籍国として特定されたベリーズ，ホンジュラス，カンボジア，セントビン

セント及び赤道ギニアからのメバチマグロの輸入禁止等の措置が採択された｡これらの国際的な動き

を受けて日本は，９９年に｢マグロ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法｣の規定に基づきマ
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グロの輸入に際し漁獲した漁船名などを報告することを義務付けたほか，マグロ輸入業者に対して便

宜置籍漁船の漁獲物の輸入自粛を呼びかけるなど便宜置籍漁船対策を強化した｡また，２０００年１２

月には民間レベルの動きとして｢社団法人責任あるマグロ漁業推進機構（ＯＰＲＴ）｣も設立され，便

宜置籍漁船のスクラップなどの事業を進めている（２５）｡さらに，ＯＰＲＴは，米国西太平洋地域漁業

管理理事会（ＷＰＲＦＭＣ）とともに２００５年 7 月，横浜において｢責任ある漁業に向けた国際ま

ぐろ漁業者会議(第３回国際漁業者フォーラム)｣を開催し，責任あるマグロ漁業の推進のための｢横浜

宣言｣（２６）を採択する等の取り組みを続けている。 
 以上のように，沖合，遠洋漁業，特にマグロ延縄漁業においても，｢行動規範｣の趣旨に沿った責任

ある漁業への努力が行われているものと言えよう｡ 
 
３）「水産基本法」及び「持続的養殖生産確保法」における「責任ある漁業」理念 
 次に，特に漁業政策理念に着目し，日本での｢行動規範｣の定着振りを評価してみたい｡そのために，

「行動規範」採択後に新たに作られた｢水産基本法｣と｢持続的養殖確保法｣について，それぞれの法律

によって具現化された日本の漁業政策理念にどの程度｢行動規範｣の理念が反映されているかを分析し

ていきたい｡ 
 

(１）「水産基本法」と｢行動規範｣ 
 ｢水産基本法｣（以下，｢基本法｣とする）は，９７～９９年の２年間続けられた水産基本政策検討会

（以下，｢検討会｣とする）の議論を踏まえ９９年１２月に策定された水産基本政策大綱（以下，｢大綱｣

とする）をベースに，２００１年６月に制定された｡沿岸漁業等振興法に代わる新たな水産政策理念の

拠り所としてその制定の意義は大きい（２７）｡｢基本法｣に盛られた政策理念は，責任ある漁業の理念を

十分取り入れたものとなっているのだろうか｡｢基本法｣により，日本は責任ある漁業を実践していくと

世界に胸を張って言えるのであろうか｡ 
残念ながら，｢基本法｣の中に｢責任ある漁業｣という言葉はない｡｢基本法｣制定のきっかけとなった

９９年８月の「検討会」報告の中には，遠洋漁業について｢責任ある漁業｣の実践を通じて世界の漁業

と資源の調和に積極的に参画していくべきとの記述があるし，「大綱」にも｢責任ある遠洋漁業の実践｣

が挙げられているのに，なぜ，｢基本法｣には｢責任ある漁業｣という言葉が入れられなかったのか｡おそ

らく，法律の中に取り込む言葉としては，｢責任ある漁業｣の意味がまだ十分政府内でも一般社会でも

理解されていなかったからであろう｡何しろ，｢行動規範｣については，水産庁の作成した｢仮訳｣が国際

条約集（２８）に載っているだけで，解説書の類は一切出されていない｡｢責任ある漁業｣とは一体どんな

漁業なのかと国会で問い詰められたら答えられないと法案策定者が考えても無理はない｡では，｢責任

ある漁業｣という言葉は使っていなくても，そこに含まれる基本的理念についてはどうであろうか｡｢行

動規範｣の「一般原則」に盛られたような基本的理念が内容として｢基本法｣に組み込まれていれば，た

とえ，｢責任ある漁業｣という言葉が使われていなくても，｢行動規範｣を実践するものと言えるはずで

ある。 
「一般原則」第１項は｢漁業の権利と資源保存の義務｣すなわち｢Stewardship｣である｡ポイントは，

漁業の権利と資源保存の義務が表裏一体で切っても切れないものであるとする点である｡｢基本法｣第

６条（水産業者の努力等）第１項は，｢水産業者及び水産業に関する団体は，水産業及びこれに関連す

る活動を行うにあたっては，基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。｣とする。こ

こでいう｢基本理念｣とは，｢基本法｣第２条に謳われている｢水産物の安定供給の確保｣と第３条で謳わ

れている｢水産業の健全な発展｣である。そして，前者には，水産資源の持続的利用を確保するために

「水産資源の適切な保存及び管理が行われるともに，環境との調和に配慮しつつ，水産動植物の増殖

及び養殖が推進されなければならない」ことが含まれる（第２条第２項）。つまり，漁業をする権利を

持つもの（ここでは「水産業者」）は水産資源の適切な保存及び管理の実現にも主体的に取り組む努力
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をしなければならない。「一般原則」第１項の｢漁業をする権利は，その水産生物資源の効果的な保存・

管理を確実にするため責任ある漁業を行う義務を伴います｣というほどの明確な表現ではないが，獲る

者が主体的に守ることに取り組むべきとした点は，評価できよう｡「検討会」の段階では，｢水産資源

の保存・管理は，資源を利用する立場から，漁業者自ら責任を持って取り組むことが基本である｣とよ

り明確に「一般原則」の理念を表現している｡一方，国及び地方公共団体は水産業者等の自主的な努力

を支援する（第７条）とともに，国が排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理を図

るため，｢最大持続生産量を実現することができる水準に水産資源を維持しまたは回復されることを旨

として，漁獲量及び漁獲努力量の管理その他の必要な施策を講ずる｣（第１３条）ことを決めている｡

資源を利用する者と国が資源保存管理の責任を分け合うこととなっている点は，「一般原則」第１項の

主語が｢各国及び水産生物資源を利用する人々｣となっている点と符合する｡ 
「一般原則」第２項は持続的開発の原則である｡｢基本法｣も第１の理念｢水産物の安定供給の確保｣

の中で｢水産資源が生態系の構成要素であり，限りあるものであることにかんがみ，その持続的利用を

確保する｣（第２条第２項）ことを政策目的のひとつとして明記している｡「一般原則」第２項のほう

は，さらに｢管理は漁獲の対象魚種だけでなく，同じ生態系に属したりその対象魚種と関わりを持って

いたりそれに依存していたりしている他の種類の生物も保存する｣ことを求めているが，上記｢基本法｣

の規定の中の｢水産資源が生態系の構成要素であり｣という記述がこのような「生態系アプローチ」的

な取り組みを示唆しているかどうかは定かではない。しかし，「検討会」報告の中では｢水産資源の管

理は，科学的根拠に基づき生態系全体の保全・管理を視野に入れて行う必要があり，資源管理施策の

実施にあたっては，海産ほ乳動物をも含めた生態系の一括管理の下での水産資源の持続的利用の確立

を目指すべきである｣とされていることから，｢基本法｣にあえて｢生態系｣という概念を導入した背景に

は，同検討会の意見が反映されているものと考えられよう｡ 
「一般原則」第３項は過剰漁獲と過剰漁獲能力の抑制である｡｢基本法｣第１３条は水産資源の適切

な保存・管理を図るため｢漁獲量及び漁獲努力量の管理その他必要な措置を講ずるもの｣としており一

般原則と符合する｡さらに，「大綱」の段階では，｢資源回復計画｣として｢緊急に資源の回復を図ること

が必要な魚種について，全国または海域レベルで，資源回復のための計画を定め，減船・休漁等を含

む漁獲努力量の削減，資源の積極的培養，漁場環境の保全等の資源回復措置を，期間を定めて講じる

ことにより，資源の早急な回復を図る｣とされ，「一般原則」第３項後段の｢すでに減ってしまっている

資源について，適切な場合には，できるだけ元に戻す措置をとりましょう｣ともよく符合する｡ 
「一般原則」第４項は最良の科学的情報と調査研究の重要性である｡科学的根拠に基づく資源管理

の必要性は｢検討会｣の段階から指摘されており，｢大綱｣でも資源調査の充実と「水産研究戦略」に基

づく技術開発が求められている｡それを受けて，「基本法」第１５条は国が水産資源に関する調査及び

研究に必要な施策を講ずるものとしている｡また，第２７条では，国が，水産に関する技術の研究開発

及び普及の効果的な推進を図るため，研究開発の目的の明確化，関係機関の連携等を図ることとして

いる｡ 
「一般原則」第５項は，予防的アプローチであるが，この概念については，｢基本法｣に取り入れら

れているとは思えない｡｢検討会｣報告や｢大綱｣にもそれらしい概念の提示はなく，すっぽり抜け落ちて

いるという感じがする｡ 
「一般原則」第６項は，漁具の選択性である｡これも，｢基本法｣での言及はないが，技術的問題と

して調査研究の中に包含されていると考えることもできる｡ 
「一般原則」第７項は，漁獲物の取扱，加工，流通である｡｢基本法｣第２５条は，国による水産加

工業及び水産流通業の健全な発展を謳っており，この原則は担保されていると言えよう｡特に，同条が，

｢環境への負荷の軽減及び資源の有効利用の確保｣に配慮することとしている点は，「一般原則」とよく

符合する｡ 
「一般原則」第８項は，生息地の保護である｡｢基本法｣第１７条は国に対し，｢水産動植物の生育環
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境の保全及び改善を図るため，水質の保全，水産動植物の繁殖地の保護及び整備，森林の保全及び整

備その他必要な施策を講ずる｣ことを求めている｡さらに，第２６条の水産業の基盤の整備には，｢検討

会｣が求めているような｢資源の回復を図るための水産資源の生息環境となる漁場等の積極的な保全・

創造｣も含まれていると考えられ，生息地が｢すでに失われつつある場合，必要であれば，できるだけ

元に戻す｣ことまで求めている「一般原則」第８項にも対応していると考える｡なお，第１７条に｢森林

の保全及び整備｣が挿入されたのは，｢基本法｣の国会審議の過程において衆議院農林水産委員会で提出

された修正案による｡水域の保全のためには陸上，特に，森林の保全も必要であるという観点は，緑に

恵まれた日本の国土の特性によるものであると考えるが，同時に，海を守るためには陸上の環境も保

全しなければならないという理念は，他の国にも適用できるものとして，注目に値する｡ 
「一般原則」第９項は，沿岸域管理への漁業の統合である｡この原則については，記述の通り，欧

米流の総合沿岸域管理の考え方と日本の伝統的沿岸域管理の違いを十分考慮する必要があるが，｢基本

法｣第１１条で｢水産基本計画｣の策定にあたり｢漁村に関する施策に係る部分については，国土の総合

的な利用，開発及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない｣としている点

は，第３０条｢漁村の総合的な振興｣，第３１条｢都市と漁村の交流等｣及び第３２条｢多面的機能に関す

る施策の充実｣と併せて，漁村を中軸に据えつつ，その多様な側面を考慮し全体とのバランスをとると

いう日本流の沿岸域管理概念を具現化したものと言えよう｡ 
「一般原則」第１０項｢モニタリング，監視，取締り｣，第１１項｢旗国主義｣，第１２項｢多国間ア

プローチ｣及び第１５項｢紛争解決｣は特に国際的な漁業に対する責任ある対応を求めるものといえる｡

｢基本法｣では，第１４条で，国は，｢排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び

管理が図られるよう，水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な取り組みへの協力，

我が国の漁業の指導及び監督その他必要な施策を講ずるものとする｣とされ，これらの責任を果たそう

としていることが認められる｡ 
「一般原則」第１３項は，決定過程の透明性と迅速性及び関係者の参加促進である｡まず，｢基本法｣

第４条で｢国は，水産に関する情報の提供等を通じて，基本理念に対する国民の理解を深めるよう努め

なければならない｣と規定している点を評価したい｡情報提供は透明性確保の第一歩である｡第１１条

には，水産基本計画を定めようとするときは｢水産政策審議会の意見を聞かなければならない｣とする｡

実務的には，この｢水産政策審議会｣が関係者の意見を聞き，情報を提供するパイプとなるわけで，こ

れがいかに開かれたものであるかがポイントとなろう｡水産政策審議会は農林水産省に置かれ（第３５

条），委員３０人以内で組織され（第３７条），「その所掌事務を遂行するために必要があると認めると

きは，関係行政機関の長に対し，資料の提出，意見の表明，説明その他の必要な協力を求めることが

できる」（第３８条）とされる｡審議会の委員が水産界だけでなく，環境やその他の関心をもつ幅広い

層からの人選で構成され，かつ，審議会の意見が十分政策決定に反映されるならば，本項の原則は満

たされることとなろう｡ 
「一般原則」第１４項は水産物貿易である｡「行動規範」策定の実質的なきっかけは，イルカ・マ

グロ問題による米国の一方的な貿易措置とそれに対するラ米諸国の反発であった｡当時と比較すると，

現在は，ＦＡＯで「ＩＵＵ漁業を防止，阻止および排除するための国際行動計画」が採択され，また，

大西洋マグロ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）においても，ＩＵＵ漁船の船籍国からの輸入禁止等の

措置が採択されているように，無責任な漁業に対しては貿易措置も有効に使うべきであるというのが

国際的な動きであると見受けられる｡日本も９９年に｢マグロ資源の保存及び管理の強化に関する特別

措置法｣の規定に基づきマグロの輸入に際し漁獲した漁船名などを報告することを義務付けたほか，マ

グロ輸入業者に対して便宜置籍漁船の漁獲物の輸入自粛を呼びかけるなど便宜置籍漁船対策を強化し

たことは前述のとおりである｡｢基本法｣第１９条は｢水産物の輸出入に関する措置｣として「水産物の輸

入によって水産資源の適切な保存および管理または当該水産物と競争関係にある水産物の生産に重大

な支障を与え，または，与えるおそれがある場合において，特に必要があるときは，輸入の制限，関
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税率の調整その他必要な施策を講じるものとする」としており，貿易措置を水産資源の適切な保存管

理あるいは国内漁業の保護のために使いうる規定となっている｡１４項とは微妙に異なるニュアンス

となっているが，昨今の国際的，国内的な動き，また，世界最大の水産物輸入国である日本の立場を

考えると，妥当なものと言えよう｡ 
「一般原則」第１６項は啓蒙，広報，参加である｡上記第１３項との関係でも引用したが，｢基本法｣

第４条は，国民に対する情報提供を規定している｡第２３条では，人材育成確保の一環として漁業に関

する教育の振興を挙げる｡さらに第２８条では女性の，第２９条では高齢者の水産業参画を促進するこ

とを規定している｡政策決定への参加は，第１３項の透明性の確保と重複するが，水産政策審議会の構

成とその役割の重視によるところが大である｡ 
「一般原則」第１７項は，安全基準の充足である｡第２３条第２項は，｢漁労の安全確保，労働条件

の改善その他漁業の従事者の労働環境の整備に必要な施策を講じるもの｣としている｡ 
「一般原則」第１８項は，小規模漁業への配慮である｡「行動規範」では，特に途上国における自

給自足的な漁業を念頭に置いているが，日本でいえば，沿岸漁業者への配慮ということになろう｡｢基

本法｣第３０条は，沿岸漁業者の住む漁村の生活基盤の整備が必要であるとの認識にたって，｢漁村の

総合的な振興｣を掲げている｡沿岸漁業者が所属する漁業協同組合の強化も｢検討会｣の段階から強調さ

れており，｢基本法｣第２１条｢効率的かつ安定的な漁業経営の育成｣として結実している｡ 
「一般原則」の第１９項は増養殖の重要性である｡｢基本法｣第１６条は｢水産動植物の増殖及び養殖

の推進｣を図るため｢水産動物の種苗の生産及び放流の推進，養殖漁場の改善の促進その他必要な施策

を講じるもの｣としている｡養殖については，さらに，｢持続的養殖生産確保法｣でより具体的な形で担

保されているが，詳細は，あとに譲る｡ 
最後に，「一般原則」からは最終的に独立して第５条となった途上国への配慮についても，｢基本法｣

第２０条で，｢開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力及び資金協力その他の国際協力の

推進に努めるものとする｣と言及している｡世界有数のＯＤＡ額を誇り，海外漁業協力もその一翼を担

う日本の漁業政策理念には，海外漁業協力政策理念も包含されてしかるべきである。 
以上のように，｢行動規範｣第６条｢一般原則｣に言及されている各基本理念は，｢予防的アプローチ｣

及び｢漁具の選択性｣以外，ほぼ｢基本法｣で網羅されており，全体として「基本法」は｢責任ある漁業｣

という言葉こそ使っていないものの，理念的には｢責任ある漁業｣を具現化するために作られたもので

あるといっても過言ではなかろう｡ 
 
(２）｢持続的養殖生産確保法｣と｢行動規範｣ 
「行動規範」第６条「一般原則」最終項は，増養殖を収入と食料を増やす方法として認識しつつ，

資源が責任をもって利用され環境や地元社会に与える悪影響を最小限に抑えることが求められている。

この基本的方針を受けて「行動規範」のうち増養殖に特に言及している第９条「養殖開発」は，第１

項「各国の管轄権下にある水域における栽培漁業を含む養殖の責任ある開発」，第２項「国家の管轄権

の範囲を超えて存在する水域生態系（越境水域生態系）における栽培漁業を含む養殖の責任ある開発」，

第３項「栽培漁業を含む養殖のための水域遺伝子資源の利用」及び第４項「生産段階における責任あ

る養殖」よりなる。第１項は，責任ある養殖開発のために，①適切な法的・行政的枠組み，②最良の

科学的情報に基づく遺伝的多様性と生態系の健全性に対する影響の事前評価，③養殖開発戦略・計画，

④取水，陸地の使用，排水流出，薬及び化学物質の使用等養殖活動の結果生じる生態学的・経済社会

的影響を最小にするための環境評価及びモニタリングを求め，かつ，地域共同体の生計や漁場の利用

を害しないよう求めている。第２項は，複数の国々の管轄権下をまたぐ水域における増養殖開発に関

しては，隣国に十分配慮し，国際法に従って，責任ある種や場所の選択・管理，特に固有種でない種

の導入にあたっての関係諸国との協議，地域的・世界的レベルでの協力のための仕組み，養殖への投

入による影響をモニターする仕組みが必要であるとする。第３項は，特に水域遺伝子資源を取り上げ，



 55

遺伝的多様性を保存すること，特に，固有種以外或いは遺伝子変換を行った種の導入や逃げ出した養

殖魚が野生資源に与える遺伝的，病的その他の悪影響を最小限に抑えることを求め，そのために水域

生物の導入と移植に関する国際規範の策定・実施，病気の伝染やその他の野生種及び養殖種への悪影

響を最小限とするための国内行動規範の策定・実施，親魚の選択や種苗の生産についての適切な手続

き，絶滅に瀕した種の遺伝的多様性の保存のための養殖技術の研究及び開発を求めている。第４項は，

生産段階において責任ある養殖業の実践のための国による支援，養殖業者の積極的参加，適切な飼料

等の選択，養殖場及び養殖魚の健康管理，薬品やホルモンの最小限の使用，健康や環境に悪影響を与

えるような化学物質の使用の規制，臓物，死魚，薬等の廃棄物の適切な処理，養殖製品の食品として

の安全性確保と質の向上を求めている。さらに，第９条の内容を各項ごとにより詳細に解説したもの

が，「指針」５「養殖開発」である。ここでは，用語の定義や第９条の各項で述べられていることをさ

らに詳しく，かつ，具体的に説明している。たとえば，「Culture-based Fisheries」という言葉につ

いては，「１つ或いはそれ以上の水生動物の再加入を補完或いは維持し自然のプロセスで持続的に維

持されるレベルを超えて漁業の総生産或いは選ばれた要素の生産を挙げることを目的とする活動」（２

９）と定義されており，この言葉はいわゆる栽培漁業を意味していることが明らかにされている。 
「持続的養殖生産確保法」（以下，｢持続的養殖法｣とする）は，養殖漁場の悪化や養殖用の種苗へ

の海外依存度の高まりを背景として養殖漁場の改善と養殖水産動植物の疾病のまん延防止を図ること

により持続的な養殖生産を実現することを目的とし，９９年５月に成立した（３０）。同法による｢持続

的な養殖生産の確保｣の定義は，｢養殖漁場を良好な状態に維持し，又はその改善を図り，あわせて特

定疾病のまん延を防止し，長期的に安定した養殖生産の維持または増大を可能とすること｣である｡ま

ず，同法３条は，農林水産大臣に，養殖漁場の改善の目標，養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延防

止のための措置及び施設・体制の整備を定めた「基本方針」を作ることを求め，そのためには沿岸漁

業等振興審議会の意見を聞くこととしている｡この｢基本方針｣に基づき，漁業協同組合等は，持続的な

養殖生産の確保を図るための｢漁場改善計画｣を作成し，都道府県知事の認定を受けることができると

する（第４条第１項）。知事は，漁協等が｢基本方針｣に即した養殖漁場の利用を行わないため養殖漁場

の状態が著しく悪化していると認めるときは，当該漁協等に対し，「漁場改善計画」の作成その他の養

殖漁場改善のために必要な措置をとる旨の勧告をする（第７条第１項）｡そして，漁協等が従わなけれ

ば，その旨を公表できる（第７条第２項）｡また，特定疾病のまん延防止については，知事が，特定疾

病がまん延するおそれがあると認めるときは，疾病にかかっている養殖水産動植物の移動の制限・禁

止，焼却・埋却，魚網等の消毒を含む命令をすることができる（第８条第１項）。そして，知事は，そ

の命令によって生じた損失の補償をしなければならない（第９条第１項）。さらに，知事は，立入検査

（第１０条），報告の徴取（第１１条）を求めることができ，そのために｢魚類防疫員及び魚類防疫協

力員｣を置くことができる（第１３条）｡また，知事は，疾病が発生したときには農林水産大臣に届け

出なければならない（第１２条）｡農林水産大臣は，疾病予防のために試験研究等を推進し（第１４条），

知事は，漁協等に指導及び助言を行う（第１５条）｡ 
 持続的養殖法は，養殖漁場の改善と疾病まん延の防止に的を絞って日本の管轄権下にある水域で行

われる養殖について「行動規範」第９条第１項及び第４項の趣旨に沿った責任ある取り組みを行って

いこうとするものであると評価できる｡持続的養殖法の施行そのものが，まず，法的枠組みの整備であ

り，それに基づき，国及び都道府県が責任を分担する形で制度的枠組みが整えられた｡大臣による｢基

本方針｣の策定は，「行動規範」第９条第１項で求められている｢養殖開発戦略・計画｣に相当するもの

と言えよう｡漁協等による「漁場改善計画」の作成は，第４項で求められている養殖業者の積極的な参

加を促すものであると考えられるし，国による試験研究の推進や都道府県による指導及び助言も同じ

く第４項で求められている責任ある養殖業実践のための国の支援にあたる｡一方，持続的養殖法で担保

されていないものは，いわゆる増殖の分野であり，国家の管轄権を超えて存在する水域生態系におけ

る取り組みと水域遺伝子資源に対する配慮である｡例えば，シロザケの種苗放流による野性資源への遺
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伝子多様性上の影響の評価などには言及されていない（３１）｡しかし，それは，持続的養殖法の役割が

不十分であるというわけではなく，むしろ，同法は「行動規範」が求めているもののうち日本として

緊急を要すると思われる部分をとりあえず担保したものとして評価すべきであろう｡米国流｢よいとこ

取り｣式の適用である｡片岡（２００１）は，｢漁場改善計画｣に関し，「県，漁協，養殖業者の責務と役

割を明確にし，推進体制を作ったこと」及び「漁場環境の悪化が著しいのに改善計画を立てない漁協

に知事が勧告する制度を設けたこと」すなわち｢強制力を持たせた｣ことを意義としてあげている（３２）

｡まさに，責任ある養殖への体制作りに貢献しているとの評価であると言えよう｡ 
 ｢行動規範｣の重要な原則の１つであり，また，その効果的な適用の鍵となるのは，漁業や養殖業に

直接携わる者に十分情報を知らしめ，彼らが主体性を持って積極的に責任ある漁業の実践に取り組む

ようにすることである｡持続的養殖法の成功の鍵は，いかに漁業者による認知度を高め，その自主的な

実践を促すかという点ではないだろうか。 
  
４．結 語 
 
 「責任ある漁業」は世界的な食料安全保障にとっても，あるいは先進国・途上国を問わず各国の漁

業政策にとっても，不可欠な政策理念として浸透し，認知されている。日本の沿岸域管理が

“Community-based Management”としてすでに注目・評価されていることを鑑みれば、これから

は，公海漁業のみならず沿岸漁業も含めた漁業全体について，日本が積極的に｢責任ある漁業｣の実践

をリードしていくべきではないだろうか｡日本の漁業は，沿岸漁業においては伝統的に，沖合・遠洋漁

業に関しても最近の取り組みにおいて，及び，水産基本法等新たな政策理念の形成においても，「行動

規範」に盛られている「責任ある漁業」の基本理念に沿った取り組みがなされてきていると，概ね，

評価してもよいだろう。今後とも，日本は，世界有数の漁業国として，また，世界一の水産物輸入国

として，「責任ある漁業」を目指した取り組みを続けていくべきであり，同時に，その経験を世界の国々，

特に，途上国と分かち合っていくべきであると思う。アジアやアフリカの国々の漁業は，ＳＥＡＦＤ

ＥＣが指摘している通り，多魚種を対象とする小規模な伝統漁業が主体である。日本は温帯域である

が，多様な魚種を対象とした伝統的で比較的小規模な沿岸漁業が主体である点で，彼らとの共通点が

多く，日本の経験はきっとこれらの国々における漁業開発，管理に役立つものであると確信する。 
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による資源の計画的な維持・増大，対象種以外の種も含めた包括的な資源管

（３２）

（３０） 中里靖・新川俊一 2000，持続的養殖生産確保法について，『水産振興』，34(1)．    以

下適宜引用。 
（３１）種苗放流による疾病伝播の防止，遺伝的多様性や生態系への配慮を含め，資源動向に即した

種苗放流の実施

理の実現といった｢責任ある栽培漁業｣を推進するために，２０００年３月｢第４次水産動物の
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上担保されることが期待される｡(水産庁 2001，漁業の動向に関する年次報告 平成１２年

度，ｐ．63． 
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